
年　　　月　　　日

相模原市長あて

問合せ先 相模原市役所　資産税課家屋評価班　　  電話042-769-8224（直通）
〒252-5277 相模原市中央区中央２－１１－１５

　　　　　　　　緑市税事務所土地家屋評価班　電話042-775-8807（直通）
〒252-5177 相模原市緑区橋本６－２－１

　　　　　　　　南市税事務所土地家屋評価班　電話042-749-2162（直通）
〒252-0377 相模原市南区相模大野５－３１－１

＊担当課使用欄
確認事項適用年度

　種類（家屋の用途）

　延床面積

　建築年月日 　　　　年　　　　月　　　　日

㎡　　　　　

　構造

　所在地番 　　　　　　　区

円　　　　　

　 次の固定資産について、地方税法附則第１５条の９第９項又は第１０項に規定する固定資産税

／

棟　　　番　　　号

添付書類

申告時期

処理日

　家屋番号

改修が完了した日から３か月を経過した後に申告書を提出する場合は、その理由を記入してください。

　改修が完了した年月日 　　　　年　　　　月　　　　日

　改修に要した費用

　　年度

伺い)上記の家屋について、固定資産税の減額措置を適用してよろしいか。

副　主　幹 担　当　者 合　　　議課　（所）　長 担当課長

固定資産税(家屋)減額用

〔添付書類〕 １．改修に要した費用を証する書類

２．省エネ基準に適合することを証する書類

省エネ改修住宅申告書

の減額を受けたいので、申告します。

納税義務者の
住所・所在

　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　（　　　）　　　　　　

納税義務者の
氏名・名称


